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登 園 届(保護者記入) 

浦和あかつき保育園施設長殿 

入所児童名 

クラス          くみ     生年月日    年   月   日生 

(病名) (該当疾患に☑をお願いします) 
 

溶連菌感染症 
 

マイコプラズマ肺炎 
 

手足口病 
 

伝染性紅斑(りんご病) 
 

ウイルス性胃腸炎 

(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) 
 

ヘルパンギーナ 
 

ＲＳウイルス感染症 
 

帯状疱しん 
 

突発性発しん 
 

その他（                   ）  

(医療機関名) (    年  月  日受診) 

において病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので 

 年  月  日 より登園いたします。 

提出日     年  月  日 

保護者名 

※保護者の皆さまへ 

保育園(保育所)は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や 

流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症 

については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお 

願いします。  



69 

 

表９ 医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症 

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす 

溶連菌感染症 
適切な抗菌薬治療を開始す 

る前と開始後１日間 

抗菌薬内服後 24～48 時間が経 

過していること 

マイコプラズマ肺炎 
適切な抗菌薬治療を開始す 

る前と開始後数日間 

発熱や激しい咳が治まってい 

ること 

手足口病 
手足や口腔内に水疱・潰瘍 

が発症した数日間 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影 

響がなく、普段の食事がとれる 

こと 

伝染性紅斑 

(りんご病) 
発しん出現前の１週間 

全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎 

(ノロウイルス、ロタウ 

イルス、アデノウイルス 

等) 

症状のある間と、症状消失 

後１週間(量は減少してい 

くが数週間ウイルスを排出 

しているので注意が必要) 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、 

普段の食事がとれること 

ヘルパンギーナ 

急性期の数日間(便の中に 

１か月程度ウイルスを排出 

しているので注意が必要) 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影 

響がなく、普段の食事がとれる 

こと 

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状のある間 
呼吸器症状が消失し、全身状態 

が良いこと 

ほう 帯状疱しん 水疱を形成している間 
すべての発しんが痂皮(かさぶ 

た)化していること 

突発性発しん － 
解熱し機嫌が良く全身状態が 

良いこと 

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(－)としている。 

出典：厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」
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○ 保育所保育指針(平成 29年 3月 31日厚生労働省告示第 117号)(抄) 

第３章 健康及び安全 

１ 子どもの健康支援 

(３)疾病等への対応 

ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護 

者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処 

置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図 

ること。 

イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に 

応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職 

員に連絡し、予防等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所の対応 

方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配置されて 

いる場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及 

び指示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係機関 

と連携して、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄 

養士等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

エ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を適 

切な管理の下に常備し、全職員が対応できるようにしておくこと。 

３ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

(１)環境及び衛生管理 

ア 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するととも 

に、施設内外の設備及び用具等の衛生管理に努めること。 

イ 施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つよ 

うにすること。また、職員は衛生知識の向上に努めること。 


